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＜県内の催し＞　　

■日時／5月26日(土)午前10時～午後2時40分
　※雨天時は､5月29日(火)､31日(木)の順に延期。
■場所／越谷西特別支援学校(越谷市西新井850－1)
■内容／短距離走､リレー ､ダンスなど。
■問合せ／県立越谷西特別支援学校
　 048-962-0272

水道フェア
　日時／ 6月3日(日)午前9時～午後3時
　場所／越谷･松伏水道企業団庁舎･駐車場
　 内 容／水･水道をテーマにした作品展示と優秀作

品の表彰式典､水道相談､利き水コーナー ､子ど
も広場など。

水･水道をテーマにした図画･ポスター募集
　応募作品／画用紙サイズ4切～8切
　応募資格／松伏町在住の小･中学生
　 応 募方法／作品裏面に､郵便番号､住所､氏名､電

話番号､学校名､学年を記載して水道企業団総
務課へ(郵送又は持参)。応募は一人一点まで。

　応募締切／ 5月22日(火)必着
　 申 込み／〒343-8505　越谷市越ヶ谷三丁目5番

22号越谷･松伏水道企業団総務課「水道週間作
品」募集担当

■問合せ／越谷･松伏水道企業団　総務課庶務係
　　　　　 048-966-3931
　

＜町の募集＞

　吉川地区交通安全協会松伏支部では､町内から交
通事故を無くすため､様々な活動を行っています。
■�対象／▶松伏町に住所を有する方▶自動車運転免
許証を所持している方▶交通安全に熱意のある方

＜町の催し＞

　65歳以上の高齢者の方！陸上のカーリングと言
われるペタンクを体験してみませんか！
■�日時／5月9日(水)午後1時から3時頃まで　雨天
中止(中止の場合は事前にご連絡します)。

■場所／老人福祉センター前･農村広場
■�内容／ペタンクのルール説明､ボールの投げ方､
作戦の基本など。練習試合も行います。
■問合せ／住民ほけん課 991-1884

はなまつりに一緒に参加しましょう
　日時／5月8日(火)午前11時～11時30分
　対象･定員／ 3～5歳児･親子30組
園庭で一緒に遊びましょう(園庭開放日)
　日時／５月16日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／0～5歳児･定員なし
歯ブラシとコップを作りましょう
　日時／5月23日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／3～5歳児･親子30組
親子で手あそびや紙芝居を楽しみましょう
　日時／5月24日(木)午前9時30分～11時
　対象･定員／0～1歳児･親子7組､2歳児･親子7組
■申込み･問合せ／電話でこどものもり( 991-
　4854)へ。

　園庭開放日です。泥んこ遊びをしませんか？
■日時／5月9日(水)午前9時30分～11時
■対象･定員／0～5歳児･定員なし
■持ち物／着替え一式､タオル
■�その他／水着など泥んこになってもよい服装を
準備してください。雨天時は室内で遊びます。
■問合せ／かしのき保育園 991-4028

方(※)について5月7日時点の登録内容を基に仮住
民票を作成し､登録されているご住所に5月中旬か
ら下旬にかけて送付します。
▶仮住民票の内容をご確認の上､変更等がある場合
　・住民ほけん課窓口に修正の申出をしてください。
▶仮住民票の通知が宛先不明等で届かなかった場合
　 ・後日､訪問調査等を行いますが､居住が確認でき
ない場合には住民票は作成されません。居住地
変更の届出等がお済みでない方は早急に届出を
お願いいたします。

※住民票作成の対象者
　 　適法に3カ月を超えて在留する中長期在留者や
特別永住者の方等。(短期滞在のビザ(観光ビザ)や
3カ月以下の在留期間の方は対象となりません。)
　 新しい在留管理制度は法務省入国管理局のホー
ムページ(http:www.inmi-moj.go.jp/index2.
　html)をご覧ください。
■問合せ／住民ほけん課 991-1866

　国民健康保険に加入するときや､やめるときには､
14日以内に町に届出が必要となります。
■国保に加入するとき
　▶職場の健康保険をやめたとき
　▶他の市町村から転入したとき
　▶子どもが生まれたとき
　▶生活保護が廃止されたとき
■国保をやめるとき
　▶職場の健康保険に加入したとき
　▶他の市町村に転出するとき
　▶国保の被保険者が死亡したとき
　▶生活保護が開始されたとき
　これらの届出をする場合は､上記の事実を証明す
る書類と､届出に来られた方の本人確認書類(免許証
･パスポートなど)が必要となります。また､同一の
世帯以外の方が届出をする場合は､当該世帯主の委
任状が必要です。
■問合せ／住民ほけん課 991-1868

■活動内容／街頭活動､立哨活動など
■その他／報酬はありません
■�問合せ／吉川地区交通安全協会松伏支部事務局

(総務課内) 991-1895

 
　町では､「松伏町有料広告物取扱要綱」に基づき､
平成24年度「広報まつぶし」及び「町ホームページ」
に広告を掲載していただける事業者等を募集してい
ます。
　広報まつぶしは､毎月12,500部発行し､町内全戸
に配布しているほか､町内公共施設､JR吉川駅､東武
伊勢崎線北越谷駅に配置しています。町ホームペ
ージは､平成22年2月からトップページがリニュー
アルされ､より見やすくなりました。月平均アクセ
ス数は､約11,000件を超えています。
　規格､広告掲載料等の詳細は､町ホームページ又
総務課へお問い合わせください。
■問合せ／総務課 991-1898

＜国の募集＞

　関東信越国税局では､スーパー ､コンビニエンス
ストア､酒販店などへの買い物の機会にお酒売場の
未成年者飲酒防止のための表示状況等を確認し､税
務署に連絡する「酒類販売管理協力員」を募集し
ています。
　応募方法､募集期間､委嘱期間等は､国税庁ホーム
ページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。
■問合せ／浦和税務署　酒類指導官部門　
　 048-833-2651(自動音声対応による案内)

＜町のお知らせ＞

　7月9日から外国人登録法の廃止により､日本人と
同様に住民票が作成されます。
　そのための準備として､住民票作成の対象となる

各課のダイヤルインをご利用ください。 各課のダイヤルインをご利用ください。

かしのき保育園「よっといで」

県立越谷西特別支援学校 第25回運動会

ペタンク講習会

吉川地区交通安全協会松伏支部員募集

催 し

募 集

平成24年度酒類販売管理協力員募集

外国人住民の皆さまへ 住民票の作成について

国民健康保険からのお知らせ
～こんなときには14日以内に届出を～

第54回水道週間6月1日(金)～7日(木)
「さあ今日も　水と元気が　蛇口から」

お知らせ

認定こども園「こどものもり」
( まつぶし幼稚園 ･こどもの森保育園 ) 子育てサロン

は

平成24年度「広報まつぶし」及び
「町ホームページ」 有料広告募集
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各課のダイヤルインをご利用ください。

　固定資産をお持ちの方で､納税通知書が届かない
場合にはご連絡をお願いします。
　平成24年度は3年に一度の評価替え年度です。評
価替えとは､評価額を均衡の取れた適正な価格に見
直す作業を行うことをいいます。
　大きな見直し点は､市街化調整区域の雑種地･宅
地介在農地の評価額の算出割合の変更です。これ
までは宅地価格の40％としていたものを､近隣各市
と均衡を図るため50％に改めました。
■問合せ／税務課 991-1831

　学童クラブは､保護者の共働きなどで､下校後､子
どもの面倒がみられない家庭の子どもをお預かり
するところです。町内には､小学校内などに6か所
あります。6月からの入所を希望する方は､5月15
日(火)までに申請をしてください。(以後､毎月15日
締切､翌月１日入所)
※ 学童クラブによっては､入所をお待ちいただく場
合があります。
■問合せ／福祉健康課 991-1876

　平成24年度中に松伏町交通指導員として働きた
い方の登録を受付します。登録は平成24年度内に
限り有効です。
■�対象／20歳以上70歳未満の方▶人格円満､身体
強健であって交通安全に熱意があり､指導力のあ
る方
■受付／事前にご連絡の上､総務課へ。
■仕事の内容／
　 【採用】交通指導員に欠員が生じた場合､適宜､登
録者の中から選考します。(その際は履歴書を持
参いただき､面接を行います)
　 【職務】登校時における立哨指導､交通安全運動
期間中等における交通安全啓発活動､町の事業等
における交通誘導など
　【任期】委嘱日から2年間
　【報酬】月額31,500円
■問合せ／総務課 991-1895

　5月～9月は光化学スモッグが発生しやすい時期
です。
　光化学スモッグは､目や喉の粘膜に刺激を与え､
健康被害を引き起こすことがあります。
① 光化学スモッグ注意報が発令されたとき
　▶屋外での激しい運動は避けましょう。
　▶ 目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りま
しょう。

　▶ 乳幼児､お年寄り､病弱な人は､健康な成人より
も被害をうけやすいので､特に注意しましょう。

　▶自動車の使用を控えるようご協力ください。
② 光化学スモッグ発令情報入手方法
　http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/ 
　 (パソコン) ▶http://www.taiki-kansi.pref.
saitama.lg.jp/m/ (携帯電話)
■問合せ／環境経済課 991-1840

■日時／ 6月1日(金)正午から40分位
■�献立／【予定】手巻き寿司･じゅんさい汁･おか
ひじきのサラダ･ゼリー ･牛乳
■費用／一食260円(当日お持ちください)
■定員／ 30名(定員になり次第締切り)
■�申込期間／ 5月14日(月)～18日(金) ▶申込みの
取り消しは､5月25日(金)まで。▶5月28日(月)以
降の取り消しは､費用をいただきますので､ご注
意ください。
■�その他／当日､配膳の手伝いをお願いする場合が
あります。▶駐車場がないため､車でのご来場は
ご遠慮ください。
■問合せ／給食センター 992-2161

　自宅や会社のパソコンから「電子申請･届出サー
ビス」(https://denshi.pref.saitama.lg.jp)を利
用して､次の手続きについての申請をインターネッ
トで行うことができます。ぜひご利用ください。
■�利用できる手続き／こども医療費等の支給申請､
犬の登録等､町名地番変更証明書交付申請､公文
書開示請求､妊娠届など。
　※ 一部の申請には､一度申請窓口で手続きが必要

各課のダイヤルインをご利用ください。

になるものもあります。
■問合せ／企画財政課 991-1818

＜県のお知らせ＞

■�対象／①8月～11月にアマチュア文化団体が実
施する文化活動(活動成果の発表など)②7月～25
年3月に文化団体やNPO等が実施する子どもを
対象とした文化芸術の体験教室等③8月～11月
に伝統･郷土芸能団体が実施する伝統･郷土芸能
用具の備品整備､後継者育成等
■�助成金額／①2分の1以内(上限25万円)②③対象
経費の20万円以内
■申込み･問合せ／ 5月1日(火)～22日(火)(消印有
　 効)までに所定の事業計画書(県ホームページ又
は県文化振興課(県庁内)で入手)を郵送で同課 
(〒330-930 さいたま市浦和区高砂3-15-1
048･830･2884)へ。※詳細は県文化振興課へお
問い合わせください。希望される方には「埼玉
県文化振興基金助成事業申請の手引き」を送付
します。

　埼玉県では､企業内保育所の設置を進めるため､
これまでの整備費補助(上限500万円)に加え､今年
度から新たに､共同設置型に対する運営費の補助や
アドバイザーの派遣を行います。
　応募方法､募集時期等は､埼玉県ウーマノミクス
課にお問い合わせください。
■問合せ／埼玉県ウーマノミクス課
　 048-830-3963

＜国のお知らせ＞

　平成24年度の労働保険(労災保険･雇用保険)年度
更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告･
納付は､6月1日(金)から7月10日(火)までです。
　申告書･納付書は5月末に発送されますので､作成
の上､金融機関で手続を行ってください。
■問合せ／埼玉労働局労働保険徴収課
　 048-600-6203

■�受験資格／①平成24年4月1日において高校又は
中学教育学校を卒業した日の翌日から起算して
3年を経過していない者及び平成25年3月までに
高校又は中学教育学校卒業見込みの者②人事院
が①に揚げる者と同等の資格があると認められ
る者
■�申込期間／インターネット申込み：6月26日(火)
午前9時～7月5日(木)午後5時まで▶郵送又は持
参申込み：7月2日(月)～10日(火)(消印有効)
■�申込方法／インターネット申込み：人事院国家公
務員採用試験ホームページ▶郵送又は持参申込
み：第１次試験地を所轄する人事院各地方事務
局に提出。受験申込書は､5月14日(月)より国税
局人事第二課又は人事院関東事務局で配布開始。
■�試験日／【第一次試験】9月9日(日)【第二次試験】

10月18日(木)から25日(木)までの間の指定する
1日
■�問合せ／【インターネット申込み】人事院 人材
局 試験課 03-3581-5311【郵送又は持参申
込み】関東信越国税局 人事第二課 試験係
　 048-600-3111

＜その他のお知らせ＞
　

　平成24年7月1日から､これまで非危険物として
消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウ
ム過酸化水素付加物」が消防法上の第1類の危険物
に追加されました。
　主成分とする商品は､スーパー ､ホームセンター
薬局などで販売されている､「漂白剤」､「除菌剤」､
「消臭剤」､「食器洗い乾燥機用洗剤」､「パイプクリー
ナー」､「洗濯槽クリーナー」等です。
　一般住宅においては､店舗等で販売している商品
を家庭に置いておく程度であれば､規制を受けませ
ん。しかし､大量(10kg以上)に購入して物置などに
保管している場合などは､規制を受ける可能性があ
ります。
　貯蔵又は取り扱う数量によっては､消防法に基づ
く市町村長等の許可又は吉川松伏消防組合火災予
防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱の届出が必要
となりますので､事前に消防本部予防課に問い合わ
せください。
■問合せ／吉川松伏消防組合消防本部 予防課
　 048-982-3919

電子申請をご利用ください

光化学スモッグに気をつけて

松伏町学校給食センター試食会

事業主の皆さまへ　労働保険料並びに
一般拠出金の申告･納付について

平成24年度税務職員採用試験

文化振興基金助成事業の受付

企業内保育所の設置を支援します

平成24年度松伏町交通指導員の登録受付

学童クラブの利用申請について

固定資産税の納税通知書の送付と
平成24年度評価替えについて

危険物規制について


